
巷+ニ害事聾
，..，.. 
F、Z寛

輸
珊

米
債
ご
問
視
す
」
の
閥
係
に
就
て

労
働
者
所
持
に
封
す
る
特
別
課
税

天
保
以
後
の
西
陣
・
-

読

売

運
賃
延
戻
制

濁
遁
古
典
準
汲
の
労
賃
論

7

恥
ク
ス
の
絶
封
地
代
に
就
て

3
Mわ
い
努
働
債
植
法
則
の
安
門
口
同
性
百

曲

四

幅

錦

鰍

資
本
主
義
誠
一
畑
一
初
商
業
ニ
機
能
市

統
計
拾
穂
抄
・

.. 

池
崎

A
借

r

衆
議
時
議
員
選
山
中
法
摘
弾
・
民
族
院
A
H
ノ
改
正
・
惜
官
維
持
法
・
附
束
州
ニ
行
ハ
ル
ル
命
令
一
依
ル
日
本
船
柏
二

闘
ヌ
ル
件
・
船
舶
無
線
世
話
施
設

J

出
'
漁
業
川
同
抑
叫
法
・
倫
敦
協
定
一
依
リ
買
施
セ
ヲ
ル
ル
コ
ト
一
了
間
定
シ
タ

ル
専
門
家
計
書
(
叫
刑
制
ド

1
ズ
案
概
要
)

叫

附

錦

鰍

本
誌
第
二
十
巻
網
目
録

叢

of-r哩!it'13 - J司プミ.~ gg→a 瓦E ::J屯

法
皐
博
士

法
皐
博
士

師
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}
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土
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事

士

法
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中
士

解
務
山
中
士

経
済
問
宇
士

経
済
的
晶
子
士

法
間
半
博
士

本神河
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栄
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耳目古住n

森入山ノl、
耕 木口烏

芳正昌

一之太太
郎助郎耶

財谷

部口

静吉

治彦



話

苑

運
賃
延
民
制

第
二
十
巻

(
第
六
腕

五
四
)
丸
九
六

ザ【花
Z
E
開

iYe 

運

賃

延、

戻

車
巾

小

島

日
巨ヨ

太

Eis 

運
賃
延
戻
制
(
ロ
包
E
m
L
R
宮
古
々
丘
町
E
U
日同与
ω
H
H
3
函
昨
日
出
)
ご
い
ふ
は
、
普
通
に
ヨ
Y

ア
ア
レ
ン

z
r汎
稀
せ

ら
る
、
所

ω定
期
航
命
n
枇
の
同
躍
が
、

そ
の
濁
占
的
地
位
を
維
持
す
る
が
た
め
仁
採
用
す
る
所
の
主
要
な
る
排
他

的
手
段
で
あ
る
o

一冗来、

コ
Y

ブア

v
y
z
な
る
も
の
は
、
定
期
脚
曾
祉
が
相
庄
の
競
争
に
よ
り
て
共
倒
れ
ど
な
る
の
危
険
を
避

け
ん
が
だ
め
に
、
組
枕
す
る
所
川
も

ω
で
、
之
を
組
織
す
る
さ
共
に
賃
率

tω
競
争
は
彼
等
相
互
り
間
に
於
て
は

腰
止
せ
ら
れ
、
濁
占
的
地
位
営
獲
得
す
る
こ
己
、
な
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
コ
ン
フ
ァ

v
y
ス
な
る
も
の
は
、
製

造
工
業
な
ど
に
於
け
る
カ

1
ル
タ

uyω
如
〈
、
そ
り
組
織
白
鵠
に
於
て
競
守
管
業
者
の
後
生
を
防
止
す
る
の
作
用

を
具
へ
て
屑
る
も

ω
で
は
な
い
。
製
造
エ
業
に
於
げ
る
カ
1
ル
テ
戸
に
あ
ハ
，
て
は
、

そ
の
令
同
し
た
る
資
力
を
以
て
生
産
原
料
の
大
部
分
を
支
配
す
る
の
地
位
に
立
も
、
そ
の
結
果
、
外
部
に

カ
ー
ル
ア
ル
を
組
織
す
る
さ

共
に
、



同
業
者
が
生
じ
て
も
、
彼
等
は
カ

1
ル
テ
戸
の
濁
占

d

ぽ
覆
す
に
足
る
だ
け
の
カ
を
有
も
得
な
い
。

-
』
の
駄
に
於
て

製
造
工
業
な
ど
に
於
け
る
カ

1
ル
ア
グ
は
そ
の
組
織
白
樫
に
、
調
占
eT
破
ら
ん
ぜ
す
る
競
守
者
を
排
斥
す
る
作
用

を
布
つ
も
の
=
言
ム
甲
』
ご
が
出
来
る
ο

然
る
に
、
海
運
に
於
け
る
カ

1
ル
ア

w
で
あ
る
所
の
2

y

ア
ア
レ

y
z
な
る
も
の
は
、
生
産
原
料
や
支
配
す
る

ご
い
ふ
世
保
な
ヨ
}
ご
は
全
く
な
〈
、

た
い
生
産
手
段
ご
見
倣
し
得
る
所
の
般
舶
を
支
配
し
て
居
る
だ
け
で
あ
る
。
而

も
般
舶
な
る
も
の
は
、
何
人
に

τも
容
易
に
之
を
所
有
し
又
は
傭
船
f
得
る
も
の
で
、
そ
し
て
海
洋
は
高
人
の
白

由
な
る
使
用
に
提
供
せ
ら
れ
た
る
会
道
で
あ
る
か
ら
、

コ
Y

フ
ア
レ
ン
ス
が
一
定
の
舶
舶
を
支
配
し
て
居
っ
て

も
、
そ
の
支
配
は
排
他
的
な
る
作
用
な
〈
、

そ
の
鶴
市
を
破
ら
ん
ざ
す
る
競
守
者
は
、
何
時
に

τも
容
易
に
現
は

れ
出
で
、
、

コ
ン
ア
ア

V

ン
ス
の
荷
主
を
-
奪
取
す
る
こ
ご
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
コ

Y

アア

V

ン
ー
が
加

躍
曾
枇
相
互
の
競
守
の
底
止
に
よ
り
で
つ
く
り
得
た
る
濁
占
的
地
位
を
維
持
す
る
に
は
、

そ
の
荷
主
を
自
己
の
替

業
に
慈
き
付
け
泣
〈
の
手
段
を
採
用
す
る
必
要
に
迫
ら
る
、
の
で
あ
っ
て
、

か
、
る
手
段
が
な
〈
ば
、

コ
ン
フ
ァ

コ
ン
ブ
ア

v
y
月
そ
の
も
の
も
存
在
性
を

有
せ

F
る
こ
記
、
な
る
。
運
賃
延
戻
制
な
る
も
の
が
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
於
て
採
用
せ
ら
る
、
は
か
、
る
理
由
に

v
y
ス
な
る
も
の
を
組
織
す
る
目
的
を
到
底
迭
す
る
ニ
ど
が
出
来
す
、

基
〈
の
で
あ
る
。

こ
の
運
賃
延
反
制
に
闘
し
で
は
、
私
が
本
誌
に
載
什
一
た
る
二
三
の
論
文
に
於
て
、

毛
れ
の
若
干
の
問
題
に
つ
い

話

苑
阿
運
賃
延
戻
制

第
二
十
巻

(
第
六
掠

五
五
)

九
九
七



設.. 
運
賃
延
戻
制

第
一
一
十
巻

(
第
六
腕

五
六

九
九
λ

て
論
及
し
た
る
所
あ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
、
に
は
槻
察
の
方
面
を
代
へ
て
、
ま
己

L
て
こ
の
制
度
の
改
良
及
ぴ
こ

の
制
度
の
代
用
た
る
も
の
に
つ
い

t
論
越
し
ゃ
う
ご
思
ム
。

今
日
昼
も
一
般
的
に
行
は
る
、
所
に
よ
り

こ
の
運
賃
延
茂
制
な
る
も
の
、
内
容
守
説
明
す
れ
ば
、

コ
ン
ア
ァ

レ
y

月
所
属
の
定
期
船
曾
枇
の
願
客
た
る
荷
主
が
、

そ
の
コ
ン
ア
ア

v
v
z
航
路
に
於
け
る
彼
の
運
送
一
貨
物
を
、

一
定

ω期
間
、
専
ら
ヨ
ン
フ
ア
レ

y

ス
所
鴎
舶
に
の
み
委
託
し
、
絶
品
目
に
他
り
海
運
業
者
に
委
託

L
な
か
円
た
な

p
り
ギ
品
、

i
 
そ
の
期
間
に
支
梯
ひ
た
る
運
賃
総
額
の
一
定
割
合
を
削
反
金
己
し
て
、

ぞ
の
期
間
経
過
後

γ
之
が
竿
鎖
を

抑
反

L
、
夏
に
引
続
き
一
定
の
期
間
、
他
の
海
運
業
者
に
蓮
訟
の
委
託
を

L
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
前
の
刻
聞
に

相
到
す
る
割
戻
金
の
残
h
の
字
額
を
抑
戻
す
仕
純
で
あ
る
。

故
に
、
荷
主
が
ζ

の
制
度

ω下
に
於
て
支
抑
運
賃
に
劃
す
る
割
戻
金
の
金
額
の
梯
戻
を
受
り
る
が
た
め
に
は
、

経
刑
判
に
他
山
川
海
運
業
者
に
蓮
廷
の
委
託
を
す
る
ヨ
」
ご
な
〈
し
て
、

二
つ
の
期
聞
を
経
過
す
る
を
要
す
る
G

第
一
の

期
間
は
、
制
一
民
の
元
本
た
る
べ
き
運
賃
制
の
計
上
せ
ら
る
、
期
間
で
、

之
を
計
算
期
間
(
〉
日
。
戸
ロ
門
】
U
E
O
L
)

古
い

ふ
O

第
二
の
期
間
は
、
挑
艮
古
る
べ
き
金
額
は
阪
に
第
一
の
期
間
内
に
支
梯
ひ
た
る
蓮
負
制
に
よ
り
て
確
定
し
、

ま
た
そ
の
割
戻
金
の
竿
額
は
肢
に
支
抑
は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
り
れ
ど
も
、
残
ち
の
字
額
山
一
捌
艮
を
受
〈
る
が
た

め
仁
は

な
は
引
蔽
き
他
の
海
蓮
業
者
に
絶
封
仁
蓮
訟
の
委
託
を
す
る
-
』
芭
な
〈
[
て
、

そ
の
綴
過
を
待
た
ね
ば



な
ら
ぬ
期
間
で
あ
る
o

即
ち
コ

y

フ
ア
レ
ン
ス
の
側
よ
り
言
へ
ば
、
荷
主
を

L
て
な
ほ
引
続
き
そ
の
蓮
送
貨
物
を

専
ら
自
己
に
の
み
委
託
せ
し
む
る
セ
め
に
、

そ
の
掠
保
ご
し
て
割
反
金
の
竿
繍
を
留
保
し
置
く
期
間
で
あ
る
。
故

に
こ
の
第
二
の
期
聞
を
留
保
期
間

3
2
5
ι
。
こ
〕
η
P
E
E
C
t
レ
ひ
、
割
反
金
を
延
戻
金
(
巴
o
p口
a
F
E
E
-

〉
C
『山町の
ω円
}
M
O
『

2
0

出
向

"rhE常
〕
ご
い
ふ
。

こ
の
計
算
期
閉
ざ
留
保
期
間
ご
は
、
憶
に
同
一
の
月
数
で
ゐ
っ
て
、

六
ヶ
月
な
る
を
週
例
三
す
る
け
れ
ど
も
、

ま
た
コ
ン
ブ
ア
レ
ン
ー
に
よ
h
ノ
ー
は
四
ヶ
月
ご
定
め
て
居
る
も
の
も
あ
る
o

延
艮
金
の
剤
入
官
は
、
支
梯
ひ
た
る
運

賃
総
額

ω
一
割
が
普
通
で
あ
る
が
、
之
も
亦
コ
ン
ブ
ア
レ
〆
ー
に
よ

h
て
は
五
歩
の
こ
古
も
あ
る
o

ま
た
コ
ン
フ

ア
レ
ン
λ

仁
よ
り
で
は
、
計
算
期
聞
の
崎
将
、
り
仁
延
戻
金
的
竿
額
を
支
梯
ふ
一
〕
ど
な
く
、
そ
の
み
ム
額
を
留
保
期
聞
の

絡
も
ま
で
留
保
可
る
も
の
も
め
る
。

こ
の
場
合
に
於

τは
、
延
戻
金
の
割
合
は
一
割
で
は
な
く
て
、
五
歩
な
る
を

通
例
ご
す
る
。

い
づ
れ
の
場
合
に
於
て
も
、
延
良
金
は
、
縦
ひ
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
於
て
運
賃
の
引
上
げ
を
な
す

も
、
荷
主
が
一
定

ω期
間
ヨ

V

7
ァレ

y

ス
'
舶
の
み
に
蓮
迭
を
委
託
し
他
の
海
運
業
者
の
舶
舶
を
利
用
L
な
か
っ

た
古
い
ふ
僚
件
が
具
備
し

τ始
め
て
支
抑
は
る
、
も
の
で
あ
る
。
故
に
或
は
之
を
俊
件
付
延
反
金
(
の
。
一
ロ
己
正
富
山
一

品
。
「
内
円

H
E
R
Z円
。
)

ご
も
い
ふ
。

今
、
具
館
的
の
例
を
以
て
こ
の
延
戻
制
な
る
も
の
、
内
容
を
説
明
す
れ
ば
、

日
本
支
那
方
面
よ

h
欧
洲
諸
法
へ

向
ふ
航
路
に
於
け
る
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
(
出
時
開
E
R
E
E。
E
E
E
E
h
E『
司
自
の
の
)
に
あ
bJ
て
は
、
延
一
炭
金
の

言既

苑

運
賃
証
戻
制

第
一
-
十
巻

(
第
六
艇

五
じ
)

L

T

L

 

フ
プ
4
ノ



話

苑

4
貧
延
民
制

第
二
十
巻

(
第
六
競

五
八
)
一

0
0
0

額
は
・
荷
主
の
支
梯
ひ
れ
る
運
貨
の
一
割
で
あ
る
c

こ
の
延
反
金
は
、
五
月
一
日
記
十
一
月
一
日
ご
を
以

τ始
ま

る
各
六
ヶ
月
間
に
荷
主
が
支
抑
ひ
た
る
運
賃
を
積
算
し
て
、
之
に
従
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
五
月
一
日
よ

り
十
月
三
十
日
に
至
る
期
間
内
の
支
悌
運
賃
に
封
し
で
は
、

こ
の
期
間
内
に
荷
主
が
コ
ン
ブ
ア

V

Y

ス
所
属
舶
の

み
に
蓮
迭
を
委
託
し
、
そ
れ
以
外
の
般
舶
に
蓮
還
を
委
託
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼
が
支
梯
ひ
h
L

る
運
賃
総
額

ω

五
歩
を
翌
年
月
一
日
以
後
に
悌
戻
L
、
一
見
に
そ
の
荷
主
が
引
続
き
十
一
月
一
日
よ
り
翌
年
四
月
一
ニ
十
日
に
至
ゐ

期
間
に
於
て
も
、

を
の
運
迭
を
コ
ン
ブ
ア

V

Y

ス
般
的
み
に
委
託
し
た
な
ら
ば
、
翌
年
七
月
一
日
以
後
に
再
び
前

期
聞
の
支
沸
運
賃
総
額
り
五
歩
を
捌
戻
す
の
で
あ
る
。
故
に
、
荷
主
は
、
五
月
一
日
よ
り
十
月
三
十
一
日
ま
で
の

運
送
に
謝
す
る
延
戻
令
は
、

そ
の
字
額
を
努
年
一
月
一
日
以
綾
に
受
取
h
、
残
り
の
竿
額
は
更
に
宇
年
間
海
運
曾

枇
に
留
保
せ
ら
れ
て
頚
年
七
月
一
日
以
殺
に
至
つ
工
之
を
受
取
る
こ
正
、
な
る
の
で
あ
る
。
十
一
月
一
日
よ
り
翌

年
四
月
三
十
日
に
重
る
期
間
内
の
支
梯
運
賃
に
劃
す
る
延
反
金
も
、
之
さ
全
く
同
様
に
、
翌
年
七
月
一
日
以
後
に

そ

ω宇
額
を
、
翌
々
年
一
月
一
日
以
後
仁
残
り
の
字
額
を
受
取
る
の
で
あ
る
o

故
に
之
を
積
荷
に
つ
い
て
言
へ

ば
、
ど

ω積
荷
に
封
寸
る
延
戻
金
の
支
榔
ひ
へ

そ
の
竿
額
は
ゆ
〈
ピ
も
八
ヶ
月
聞
は
海
運
曾
枇
が
之
を
留
保
す

ゐ
ニ

J
N
G

、
な
り
、

五
月
一
日
又
は
十
一
月
一
日
の
積
荷
に
つ
い
て
は
、

一
年
二
ヶ
月
間
之
を
留
保
す
る
-
一
己
、
な

る
。
若
し
も
荷
主
が
、
如
何
に
少
量
の
荷
物
ピ
雄
も
・

司
』
れ
ら
の
H
Y」

ω期
間
内
に
於
て
も
、

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
所

一
扇
曾
枇
が
使
用
す
る
以
外
り
般
舶
に
よ
っ

τ運
送
し
た
場
合
に
は
、
ヲ
ぞ
の
こ
ピ
の
ゐ
っ
た
期
間
己
、
そ

ω以
前
の



期
間
ご
の
二
期
間
内
に
、

ヨ
ン
ア
ア

V

Y

ス
使
用
般
に
積
載
し
た
る
荷
物
の
総
て
に
劃
す
る
未
牧
延
一
民
金
の
請
求

確
を
失
ム
こ
ご
、
な
る
。

か
、
る
延
戻
制

ω内
需
郎
も
そ
の
詳
細
な
る
僚
件
は
、

マ
ン
プ
ア
レ
V
λ

所
属
曾
祉
が
毎
計
算
期
間
の
閲
始
一
い

嘗
り
、
各
祉
が
同
一
内
容
の
文
面
を
以
て
、
白
一
枇
の
荷
主
に
通
牒
の
形
式
に
於

τ通
告
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
こ

の
延
戻
制
な
る
も
の
は
、
特
殊
の
荷
主
に
封

L
て
秘
密
割
引
を
な
す
の
で
は
な
〈
て
、
日
常
然
正
一
般
の
荷
主
に
劃

し
て
均
等
の
侠
件

ω下
に
行
は
る
、
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
延
戻
遁
牒

ω文
言
に
於
て
は
、
通
常
.

コ

Y

フア

V

ン
ス
所
属
般
ご
い
ふ
言
葉
を
用
ゐ
守
し
て
、
軍
に
通
牒
を
俊
し
た
る
曾
此
が
白
枇

ω所
属
鋤
=
い
ふ
言
葉
を
周

ゐ
て
居
る
が
、
併
し
ま
た
、
之
E
'共
に
、

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
所
属
曾
枇
の
名
穣
を
列
壊
し
て
、

そ
れ
ら
の
命
日
祉
に

属
す
る
締
舶
に
積
荷
を
な
す
も
、
之
に
よ

hτ
延
目
成
金
の
請
求
権
を
矢
ふ
も
の
で
な
い
旨
を
記
載
し

τ
居
る
か

ら
・
結
局
、

ヨ
V

プ
ア
レ
ブ
ス
所
属
般
以
外
の
船
舶
に
積
荷
を
し
な
い
V

ぜ
い
ふ
こ
ご
が
、
延
戻
金
を
請
求
し
得
る

保
件
ご
な
る
の
で
ゐ
る
。

運
賃
延
戻
制
な
る
も
の
、
大
館
り
仕
組
は
、
右
に
述
ぷ
る
が
如
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
制
度
が
如
何
な
る
も
の

よ
り
後
逮
L
だ
の
で
あ
る
か
は
、
今
日
に
於
て
未
に
正
確
に
知
ら
れ

τ居
な
い
。
併
に
多
少
根
様
ゐ
る
設
ど
考
へ

ら
る
、
も
の
は
、

一
』
の
制
度
は
、
帆
般
時
代
に
貨
物
上
乗
人

ω慣
明
白
(
山
口
市
内
再
再
開
。
)
が
行
は
れ
た
嘗
昨
の
般
長
謝

司E

手巨

運
賃
控
院
制

第
二
十
巻

(
第
六
税

五
九
)

O 
O 



大

O
)

一0
0
ニ

金
百
江
【
言
明
白
)
よ
り
後
達
し
た
も
の
で
あ
る
ご
い
ふ
設
で
あ
る
o

郎
ち
昔
時
の
荷
主
は
般
長
い
封

L
、
運
送
貨
物

誼

苑

迩
賃
延
戻
制

第
二
十
巻

(
第
六
時
叫

の
積
込
陸
揚
げ
設
ぴ
に
航
海
中
の
保
管
に
闘
す
る
善
良
な
る
取
扱
ひ
に
酬
い
る
た
め
に
、
通
常
蓮
貨
の
一
割
を
謝

金
ざ
し
て
奥
へ
た
の
で
あ
っ
た
。
ぞ
の
後
こ
の
働
長
に
劃
す
る
謝
金
の
慣
包
が
摩
れ
て
か
ら
も
、

こ
の
一
割
の
金

額
が
運
貨
ご
共
に
支
梯
は
れ
る
慣
密
行
け
は
、
何
等
勾
理
由
な
〈

L
て
凝
り
、

そ
れ
は
貨
物
の
積
卸

ω
際
に
般
具

を
使
用
す
る
の
報
酬
Z
説
明
せ
ら
れ
て
居
っ
た
。

ぞ
の
後
、
汽
般
が
帆
舶
に
代
っ
て
用
ゐ
ら
れ
殊
に
聯
成
機
関

(
P
B℃
E
E
H
U
H
t
p
o
)
が
舶
用
機
関
正
し
て
採

用
せ
ら
る
、
徒
に
な
っ
て
か
ら
、
主
要
航
路
に
於
て
は
定
期
航
海
が
海
上
交
通
上
重
要
り
地
位
を
市
む
る
こ
正
、

な
り
、
従
つ

t
定
期
船
業
者
相
互
の
聞
に
屡
i
貨
物
守
特
に
つ
い
て
激
烈
な
る
競
争
が
生
す
る
守
』
正
、
な
っ
た
。

こ
、
に
於

τ定
期
船
業
者
は
、
自
己
の
修
業
を
確
賞
な
ら

L
む
る
七
時
、
且
つ
は
競
争
者
の
費
生
を
防
「
允
め

に
、
荷
主
を
常
に
自
己
の
営
業
に
惹
き
付
け
置
〈
の
手
段
全
ご
る
の
必
要
に
迫
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
。
而
し
て
彼

等
が
最
初
に
-
】
の
目
的
の
た
め
に
さ
り
た
る
手
段
は
、
荷
主

Zω
特
窓
契
約
E
あ
っ
た
o

即
ち
定
期
般
業
者
仏
、

毎
年
荷
主
芭
契
約
を
締
結
し
、
荷
主
が
そ
の
積
荷
を
一
切
自
己
の
船
舶
に
の
み
委
託
す
る
こ
己
を
約
す
る
に
於
て

は
、
自
己
の
加
舶
が
取
扱
ふ
貨
物
一
し
封
寸
る
最
低
運
賃
を
以
て
之
を
輸
送
す
る
こ
正
、
し
、
且
つ
寅
際
に
於
て
、

こ
の
契
約
を
な
す
荷
主
じ
は
、
卒
生
に
で
も
他

ω荷
主
よ
り
も
安
き
運
賃
に
て
取
扱
ム
己
共
に
‘
競
争

ω場
合
に

は
、
競
宇
一
待
遇
業
者
の
最
低
運
賃
に

τ、
彼
り
荷
物
を
運
送
す
る
司
}
ご
、

L
、
之
に
よ
り
て
競
守
者
に
針
抗
し
た



の
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
、

か
、
る
特
恵
契
約
の
下
に
於
ー
は
、

そ
の
定
期
働
業
者
は
、
競
争
の
相
手
方
よ

h
も
甚
に
多
量
の

貨
物
を
U
M
低
気
率
に
て
引
受
く
る
ご
己
、
な
b
て、

E
大
の
損
失
を
負
援
す
る
結
果
を
招
主
、
相
手
方
た
る
競
争

者
よ
り
も
、
却
っ
て
甚
だ
不
利
な
る
地
位
に
陥
る
こ
=
が
寧
ろ
多
〈
な
っ
た
。
こ
、
に
於

τ、
定
期
船
業
者
等
は
、

途
に
妥
協
し

τ、
相
互
の
競
守
ぞ
廃
め
、
海
一
連
同
盟
郎
も
コ
ン
司
フ
ア

V

Y

ス
を
組
織
す
る
と
共
ド
、
新
化
な
る
競

守
者
の
費
生

ee防
遇
す
る
子
段
ご

Lτ
は、

守
』
の
特
恵
契
約
の
代
h
に
、
前
述
の
一
割
の
割
増
蓮
貨
(
可
EFH戸
町
内
)

を
利
用
し

τ、
荷
主
惹
付
け
の
た
め
に
、
競
争
海
運
業
者
の
船
舶
守
利
用
せ
さ
る
も
の
に
は
、
制
堆
運
貨
の
宇
額

叉
は
ぞ
れ
以
上
の
額
を
抑
戻
す
こ
さ
、
じ
た
り
で
あ
る
。
併
L
た
い
草
に
之
合
挑
戻
す
の
で
は
、
荷
主
拘
束
手
段

Z
L
τ
未
だ
街
数
で
な
い
y
h
r

ら
.

ぞ
の
捌
戻
い
一
段
の
考
案
を
加
へ

τ、
前
に
説
明
し
た
る
が
如
、
さ
、
運
賃
延
一
民

制
な
る
も
の
を
案
出
し
た
の
で
あ
る
c
ー

ー

リ
リ
崎
み
Aa

、

1
t
 一
』
の
制
度
の
沿
草
を
hr
〈
の
如
〈
に
槻
察
す
る
の
が
、
最
も
事
貨
に
近
き
詑
で
あ
ら
う
さ
思
ふ
。
蓋

し
、
特
恵
契
約
が
、
荷
主
惹
付
け
手
段

Z
L
t
最
初
に
用
ゐ
ら
れ
わ
ル
も
の
で
ゐ
る
ご
い
ふ
こ
ご
は
.
明
か
な
る
事

賞
で
ゐ
っ
て
、
英
士
ロ
利
の
問
。
}
寸
己
内
o
E
E
Z
B
g
m
E宅
一
ロ
間
出
Emω

に
於
工
誇
明
せ
ら
れ
わ
ル
所
で
あ
る
か
ら
、

之
に
つ
い

τは
何
等
の
疑
問
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
併
し
-
」
の
方
法
が
蛍
業
者
に
よ
り
て
不
通
嘗
吉
見
倣
さ
れ
て

廃
止
せ
ら
晶
、
に
常
h
、
ど
う
し
て
運
賃
延
戻
制
な
る
も
の
が
、
之
に
代
う
て
周
ゐ
ら
る
、
こ

Z
、
な
り
た
の
で

調2

武

運
賃
証
一
民
制

第
一
一
十
容

(
第
六
披

"‘ 
) 

O 
O 



詑

施

延
貨
延
長
凱

弟
ユ
十
巻

(
第
六
抗

プ〈

) 

一O
O阻

あ
る
か
、
ぞ
の
駄
が
買
は
明
瞭
で
な
い
の
で
あ
る
が
、

一
方
に
於
て
は
、

こ
の
ご
き
以
前
、
肢
に
割
増
蓮
賃
の
制

度
が
前
池
山
U

如
〈
存
在
し
て
居
る
ご
共
に
、
他
方
に
於
て
は
、
特
恵
契
約
そ
の
も
の
よ
り
特
化
し
て
生
じ
1
運
賃

延
同
氏
制
り
行
は
る
、
慌
に
な
っ
て
後
も
.
之
ご
併
行
的
に
行
は
れ
た
る
期
間
契
約
(
門
o
E
H
R
H
2
q
印
有
己
。
ι)
な

る
も
の
に
於
て
、
往
々
、
割
増
運
賃
を
延
反
金
ざ
し
て
返
還
す
る
ご
い
ふ
僚
項
が
あ
る
黙
な
H

と
よ
h
推
測
す
れ

ば
、
上
遮
の
沿
革
設
は
必
や
J
L
も
不
蛍
な
る
憶
測
で
は
な
い
u

ご
考
へ
ら
る
、
。

hr
〈
て
、
運
賃
延
艮
制
は
、

一
入
七
五
年
に
海
運
界
に
於
け
る
最
初

ω企
業
家
同
提
ご
し
て
成
立
し
た
る

P
7

。
ロ
神
宮
内
。
口
出
町
日
ロ
の
の
が
、

そ
の
成
立
後
二
年
を
鰹
た
る
一
八
七
七
年
に
之
を
採
用
し
た
の
を
初
め
古

L
t
、
そ
0) 

後
定
期
般
事
業
の
後
述
己
共
に
各
貿
易
航
路
に
成
立
し
た
る
殆
い
こ
総
て
の
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
之
を
採
用
す
る
所

芭
な
b
‘
今
日
に
於
て
も
法
律
を
以
て
之
が
禁
止
せ
ら
れ
た
る
北
米
合
衆
闘
の
関
係
航
路
を
除
い
て
は
、
殆
げ
と
総

て
の
航
路
に
行
は
る
、
所
で
あ
る
の
而
し
て
そ
の
大
慢
の
仕
組
は
、

い
づ
れ
も
前
に
述
べ
た
る
が
如
き
も
の
で
あ

る
が
、
併
し
各
ヨ
ン
プ
ア

V

Y

ス
は
、
そ
れ
が
成
立
せ
る
航
路
の
情
況
に
際
じ
て
各
よ
之
に
過
賞
す
る
徒
式
に
そ

の
内
容
を
定
む
る
の
で
あ
る
か
ら
、
延
一
決
金
の
制
合
や
計
算
期
間
留
保
期
間
の
長
さ
の
如
き
は
、
同
よ
り
各
ヨ
V

フア

V

Y

ス
に
よ
り
工
異
る
も
の
で
ゐ
る
o

故
に
、
荷
主
は
、
多
数
の
貿
易
航
路
に
そ
の
総
件
直
貨
物
を
送
る

Z
き

は
、
縦
ひ
同
一
の
定
期
船
一
曾
一
批
正
取
引
す
る
場
令
に

τも
、
具
鰭
的
に
は
一
々
異
る
所
の
多
数
の
延
戻
制
の
下
に



あ
る
こ
ご
、
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
運
賃
延
及
制
度
の
下
に
於
て
.
荷
主
は
明
示
又
は
黙
一
不
の
契
約
に
基
き
て
、
常
該
航
路
に
於
け
る
輪
兵
賃

物
の
抽
脇
工
を
、

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
般
に
の
み
委
託
す
ぺ
き
義
務
を
負
ふ

ωで
は
決
し
て
な
い
。
荷
主
は
軍
γ
延
反

通
牒
に
よ
・
り
て
、
亡
、
『
O

岳

0
2
2
3吋

Emi--一
三
吉

E
山
可

FhHぐ
mw
出

σロ
ロ
〔
一
-
門
戸
O

己
而
一
「
百
円
内
円
。
ω門

Z
n。
辺
町
ロ
m

ヰ
H
m
R
m
z官
唱
。
H門
向
日
仏

mrHM)ロ
】
め
ロ
U
T
U
円}戸。

(
リ

oE-uE4¥ω

戸
山
口
♂
宅
内

ω『
色
-
r
m
r
m
w℃
古
山
、
吉
山
一
]
C
4
μ

月
『
μ
可
。
町

-
唱
。
円
の
め
ロ
叶

。
ロ
己
】

O
P
E問
t
t
n。】
M
Z
F再
巾
ι

ざ
い
ふ
通
告
を
受
け
る
に
け
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
そ

ω
積
凡
何
を

コ
ン
ブ
ア
レ

y

ス
般

ωみ
に
限
る
か
、
ま
た
は
そ
れ
以
外

ω船
舶
を
利
用
す
る
か
は
、
杢
〈
そ
の
自
由
で
あ
る
o

併
し
乍
ら
、
荷
主
は
、

こ
の
通
牒
の
意
味
を
了
解
L
、
そ
の
趣
旨
に
従
っ
て
運
迭
を
委
託
し
蓮
貨
を
支
梯
っ
て
居

る
の
で
あ
る
か
ら
、
若
し
彼
が
一
度
ぴ
コ
ン
ブ
ア
レ
ン
λ

に
麗
せ

F
る
般
舶
に
些
少
の
荷
物
で
も
積
込
め
ば
、

み

の
こ
さ
の
あ
っ
忙
期
間
、
却
も
現
に
計
算
期
間
ご
し
て
取
扱
は
れ
つ
、
あ
る
一
期
間
に
除
法
し
た
る
貨
物
に
針
す

る
延
反
金
三

そ
の
以
前
り
-
期
間
に
総
迭
し
た
貨
物
に
針
す
る
延
反
金
で
今
は
留
保
期
間
に
属
す
る
も
の
ご
し

て
取
扱
は
れ
っ
、
ゐ
る
も

ωさ
の
、
総
て
の
未
牧
延
戻
金
を
失
ム
ヨ
』
吉
、
な
る
。
郎
ち
荷
主
に
さ
つ
て
は
、
延
戻

金
の
得
面
持
は
、

一
に
コ
ン
ブ
ア
レ
ン
旦
舶
り
み
を
利
用
す
る
か
否
か
に
懸
っ
て
居
る

ωで
ゐ
る
o

而
し

τ、
;;. 、
の

金
額
、
運
賃
り
一
割
ご
い
へ
ば
、

之
を
六
ヶ
月
間
に
積
算
す
れ
ば
、
決
し
て
一
般
に
軽
減
し
得
ぺ
き
少
額
で
は
な

ぃ
。
故
に
、
荷
主
は
、

こ
の
金
銭
上
の
利
害
関
係
に
拘
束
せ
ら
れ
て
、
自
然
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
劃
す
る
「
忠
寅
』

設

要E

運
賃
竺
灰
制

第
二
十
巻

(
第
六
競

六
一
ニ
)
一

O
J
E



帯主

苑

浬
賃
延
民
制

第
二
十
巻

(
第
六
波

F、
四

一O
O
六

(よ
L
0
3
5
3
)
が
強
嬰
せ
ら
る
、
ご
之
、
な
る
。

の
み
な
ら
中
延
民
金
に
闘
す
る
計
算
期
間
Z
そ
の
留
保
期
間
ご

は
、
前
越
の
如
〈
、
常
に
相
重
複

L
て
連
総
L
て
居
る
の

t
あ
る
か
ら
、
術
主
は
運
迭
を
脳
同
級
す
る
限

b
、

の

延
戻
制
に
よ
b
て
、
利
害
関
係
上
、
運
送
船
選
様
の
自
由
を
束
縛
せ
ら
れ
、

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
外
の
船
舶
を
利
回

す
る
機
曾
を
全
〈
奪
は
る
、
，
】
ご
、
な
る
の
で
あ
る
o

運
賃
延
反
制
は
、
右
に
遁
よ
る
が
如
(
、
荷
主
よ
り
運
迭
般
選
揮
の
自
由
'f
容
ひ
、
之
に
よ

h
て
コ

Y

ア
ア
レ

y

ー
を
し
て
縄
市
的
地
位
を
保
た
し
む
る
の
作
用
含
有
っ
。

ニ
れ
干
】
の
制
度
が
排
他
的
手
段
ご
し
て
採
用
せ
ら
る
、

理
由
で
あ
る
o

而
し
て
か
、
巴
作
用
を
布
つ
所
の
運
賃
延
一
民
制
の
存
在
す
る
一
}
己
が
、

一
般
の
荷
主
に
謝
し
て
有

利
な
る
か
不
利
な
る
か
は
、
主
ご
し
て
コ
ジ
ア
ア
レ
ン
ス
の
荷
主
に
劃
す
る
態
度
の
如
何
に
よ
り
て
定
ま
る
所
な

る
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
併
L
そ
の
態
度
の
如
何
に
拘
は
ら
す
、

こ
の
制
度
が
屡
I
荷
主
側
の
反
拘

の
械
的
ご
せ
ら
れ
、
常
に
不
快
の
域
情
を
以
て
遡
へ
ら
る
、
は
、
そ
の
巧
妙
に
仕
組
ま
れ
た
る
白
働
的
作
用
に
よ

ム
リ
荷
主
に
「
忠
質
』
を
強
要
L
て
定
期
加
曾
枇
が
濁
占
的
利
佳
を
享
受
す
る
も
の
戸
一

L
て
彼
等
の
眼
に
映
十
る
か
ら

で
あ
る
。

hr
、
る
戚
怖
を
荷
主
に
懐
h
r
L
む
る
は
、
確
に
こ
の
制
度

ω快
貼
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
荷
主
は
コ
ン

フ
ア
レ
ン
ス
に
「
忠
世
」
を
強
要
せ
ら
れ
、
積
込
船
舶
遮
訟
の
自
由
が
奪
は
れ
て
居
る
ピ
は
言
ふ
も
の
¥

コ
ン
ブ

ア
レ
ン
ス
舶
は
糊
し
て
頻
繁
な
る
定
期
航
海
を
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
之
に
「
忠
賓
」
が
強
要
せ
ら
れ
て
尼
て



も
、
そ
の
た
め
に
航
海
機
曾
の
快
乏
ご
い
ふ
不
便
を
戚
宇
る
こ
ご
は
事
賃
上
に
於
て
は
稀
な
る
事
柄
で
あ
る
。

荷
主
が
、
積
込
船
舶
選
桂
川
の
自
由
ケ
有
せ
さ
る
が
た
め
、
賞
際
に
不
便
を
受
〈
る
貼
ご
し
て
彼
等
に
よ
り
て
考

へ
ら
れ
て
居
る
所
は
、
安
吉
運
貨
の
不
定
期
舶
を
利
用
す
る
こ
ご
が
出
来
な
レ
ョ
=
」
、
、
間
I
競
争
を
開
始
す
る

定
期
船
曾
祉
が
現
れ
て
も
、
そ

ω競
守
運
賃
川
り
低
燥
を
利
用

L
得
な
い
正
い
ふ
こ
ご
、
で
あ
る
。
併
L
こ
の
黙
に

つ
い
て
は
、
荷
主
は
大
局
よ
り
見
て
定
期
般
事
業
の
濁
占
の
利
害
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
向
。
即
ち
去
し
荷
主
に
し

て
か
く
の
如
き
自
由
が
許
さ
る
、
な
ら
ば
、
定
期
般
事
業
に
於
げ
る
濁
占
は
消
滅
し
て
、

ぞ
は
自
然

ω俄
な
る
競

宇
に
支
配
せ
ち
る
、
，
〕
ご
、
な
り
、
運
賃
は
甚
に

L
〈
勤
探
し
て
、
そ
れ
に
何
等
の
安
定
な
〈
、
海
外
貿
易
は
著

[
〈
投
機
的
性
質
を
帯
ぷ
る
-
て
己
、
な
り
、
殊
に
大
荷
主
は
定
期
般
曾
祉
閉
め
競
一
守
に
よ
b
て
特
恵
的
の
取
扱
ひ

を
受
〈
る
こ
ピ
、
な
っ
て
小
荷
主
は
究
第
に
貿
易
場
裡
よ
り
駆
逐
せ
ら
れ
、
海
外
貿
易
は
大
資
本
家
た
る
貿
易
業

者
の
手
中
に
蹄
す
る
こ
己
、
な
る
で
あ
ら
う
の
か
の
陛
界
大
戦
の
開
始
後
、
西
部
阿
弗
利
加
航
路
に
於
て
、
運
賃

延
良
制
が
底
止
せ
ら
れ
た
る
結
果
、

こ
の
航
路
は
一
海
運
業
者
の
白
由
競
争
の
舞
牽
ご
な
り
、
大
荷
主
は
安
空
運
賃

の
不
定
期
般
を
利
用
す
る
こ
Z
を
得
た
る
己
共
に
、
ま
た
定
期
舶
の
便
宜
を
も
利
用
し
得
る
の
地
位
に
立
ち
、
小

荷
主
は
之
が
た
め
甚
だ
し
〈
そ
の
時
営
業
を
座
迫
せ
ら
る
、
こ
さ
、
な
り
た
る
が
た
め
、
彼
等
は
白
衡
の
必
要
上
、

遂
に
大
戦
の
絡
熔
後
自
ら
進
ん
で
-
」
の
制
度
の
復
活
を
求
め
、

一
九
二
二
年
の
初
め
よ
り
再
び
こ
の
航
路
の
ヨ
ン

フ

ア

レ

ン

.

1

が
こ
の
制
度
を
行
ム
-
=
」
、
な
り
た
る
が
如
き
は
、
こ
の
制
度
が
小
術
主
た
る
多
数
の
貿
易
業
者
じ

説

苑

泌
貨
延
民
制

第
二
十
巻

(
第
一
八
披

〆、
E 

一O
の
ヒ



設

苑

型
賃
延
民
凱

第
二
十
巻

(
第
六
銃

万
六
)
一

0
0
λ

制
到
し
て
、
少
〈
ご
も
海
運
上
仁
於
て
は
、
大
荷
主
ご
均
等
の
立
場
に
於
て
営
業
を
な
し
得
る
の
利
盆
を
保
障
す
る

も
の
な
Z
を
明
か
に
し
た
も
の
ご
言
ふ
-
』
芭
が
出
来
る
。

放
に
運
賃
延
戻
制
に
よ
h
て
保
護
せ
ら
一
る
、
ョ
ン
プ
ア
レ
ン
ス
の
濁
占
に
は
、
他
の
方
面
に
於
て
弊
害
の
件
ふ

】
』
て
ゐ
る
は
明
か
な
る
所
で
あ
る
け
れ

E
も
、
手
の
濁
占
が
、
貸
率
の
均
等
ピ
貸
率
の
安
定
三
を
荷
主
に
保
障
す

る
喧
}
ご
、
な
る
の
利
盆
は
、
彼
等
よ
h
積
込
舶
舶
選
揮
の
自
由
皆
奪
ふ
の
不
利
を
償
ふ
も
の
な
る
を
見
逃
す
こ
ご

は
出
来
な
い
。
き
れ
ば
、

こ
の
制
度
に
件
ふ
所
の
他
の
方
面
に
於
け
る
弊
害
を
除
〈
こ
子
炉
』
得
て
、
而
も
そ
の
凋

占
よ
り
生
宇
毛
利
盆
脅
保
存
す
る
こ
己
を
得
ば
、
海
運
さ
貿
易
ご
の
後
遣
を
促
進
す
る
に
最
も
望
ま
し
き
事
柄
ご

言
は
ね
ば
な
ら

ρ
。

運
賃
延
戻
制
が
質
際
に
於
て
弊
害
を
件
ふ
の
は
、

こ
の
制
度
が
、
荷
主
に
積
込
般
舶
選
揮
の
自
由
ぞ
奪
ム
ご
い

ふ
こ
正
、

そ
の
こ
Z
よ
り
も
、
寧
ろ
こ
れ
に
よ

h
て
コ
ン
ア
ア

V

ン
ス
加
盟
曾
枇
の
横
暴
を
保
越
す
る
こ
さ
、
な

¥
 る

の
勅
に
ゐ
る
o

即
h
、
こ
の
制
度
に
於
て
は
、
前
に
述
べ
た
る
が
如
〈
、
「
計
算
期
間
』
な
る
も
の
ご
『
留
保
期

間
」
な
る
も
の
ご
が
あ
っ
て
、
過
去
の
運
迭
に
閲
す
る
「
摺
保
期
間
』
ご
現
在
の
運
迭
に
閲
す
る
『
計
算
期
間
』
ご

が
、
常
に
蓮
滅
的
に
重
複
す
る
孟
ご
、
な
っ
て
居
る
閥
係
上
、
荷
主
は
、
彼
が
蓮
迭
を
な
す
限
り
に
於
て
、
延
戻

金
は
常
に
一
定
の
範
悶
に
於
E

3

y
フア

V
)
J
X

加
盟
曾
祉
に
累
積
留
保
せ
ら
れ
、

号
の
金
銭
上
の
利
害
関
係
に



よ
b
J

、
一
百
も

7
y
プ
ア

V

Y

ス
外
の
般
に
積
荷
を
な
す
の
自
由
を
回
復
す
る
機
曾
は
な
〈
、
従
っ
て
才
ン
ア
ア

レ
ン
ー
は
そ
の
澗
占
的
地
位
を
ニ
一
一
口
は
u
y

永
久
的
に
確
保
す
る
こ
吉
、
な
b
、

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
外
に
定
期
船
事
業

を
開
始
せ
ん
ご
す
る
も
の
に
劃
仁
、
そ
の
門
戸
を
閉
鎖
し
そ
の
開
業
を
困
難
な
ら

L
め
、
荷
主
が
自
己
に
頼
る
の

外
な
き
に
乗
じ
、
往
々
不
蛍
に
高
き
賃
率
を
謀

L
、
荷
主
の
正
賞
な
る
要
求
を
も
無
視
し
、
其
他
横
暴
な
る
所
業

こ
の
制
度

ω間
断
な
き
荷
主
拘
束
作
用
に
何
等
か
の
改
良
を
加
ふ
る

に
出
づ
る
こ
さ
ゐ
る
結
で
ゐ
る
o

故
に
、

か
、
若
し
〈
は
こ
の
制
度
に
代
る
所

ω何
等
か
の
方
法
に
よ
ち
て
.
或
範
園
内
に
於

τ
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
濁
占

的
地
位
を
奥
ふ
る
正
共
に
、
ま
た
そ
の
濁
占
の
横
暴
を
制
止
す
る
こ
ご
を
得
る
な
ら
ば
、

コ
Y

プ
ア
レ
Y

ス件
U
O

ヲ
匂

も
の
は
、
そ
の
存
在
債
値
を
盆
1
高
む
る
こ
己
、
な
る
で
あ
ら
う
の

か
(
の
如
、
き
方
法

Z
L
て
、
最
近
賀
行
の
機
還
を
現
は
し
た
る
も
の
を
求
な
る
じ
一
二
つ
あ
る
。
そ
の
-
は
、

「
計
算
期
間
」
Z
「
留
保
期
間
』
己
の
漣
舗
を
或
機
舎
に
打
も
切
る
-
』
ご
で
あ
り
、

モ
ω
二
は
一
般
契
約
制
古
い
は
る

、
も
の
で
あ
り
、
そ

ω一
ニ
は
選
捧
制
ご
い
は
る
、
も
の
で
あ
る
。

「
計
算
期
間
」
ご
「
留
保
期
間
』
ご
の
建
績
を
或
機
曾
に
打
丸
切
る
ご
い
ふ
こ
ご
は
、
郎
ち
「
留
保
期
間
』
を
或
時
期

に
一
一
同
省
略
す
る
こ
ご
で
あ
っ
て
、
之
に
よ
り
て
延
目
成
金
の
累
積
が
そ
の
機
曾
に
切
断
せ
ら
れ
、
荷
主
が
何
等
合

銭
上
の
利
盆
を
放
棄
す
る
こ
ご
な
〈
し
て
ぞ
の
時
を
以

τ
一
審
に
コ
シ
ア
ァ
レ

V

A

の
拘
束
よ
り
解
放
せ
ら
品
、

機
曾
を
得
る
こ
己
、
、
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
荷
主
が
、

コ
ン
ア
ア
ド
ン
ス
の
な
す
所
に
満
足
せ
ぎ
る
所
ゐ
る

設

施

運
賃
魁
戻
制

第
二
十
昏

(
第
六
艇

六
七
}
一

0
0丸



言主

施

誕
賃
延
長
制

第

十
巻

(
第
六
暁

八

O 

O 

な
ら
ば
、
こ
の
機
舎
を
以

τ
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
外
の
定
期
船
曾
融
を
そ
の
航
路
じ
誘
入
[
来
る
-
』
己
が
出
来
る
こ

芝
、
な
り
、
ぞ
れ
が
た
め
、
主
た
自
ら
コ
ン
ア
ア
レ
ン
ス
の
自
重
を
促
し
、
そ
の
横
奪
を
制
止
す
る
の
作
用
め
る

も
の
で
あ
る
。

こ
の
方
法
は
‘
嘗
て
巴
o
c
m
-
E
C名
目
が
、

一九

O
六
|
|
九
年
の
英
古
利
海
運
同
盟
勅
定
調
査
委
員
曾
に
多

考
人
ご
し
て
喚
問
せ
ら
れ
允
る
際
に
、
運
賃
延
戻
制
の
改
良
ご
し
て
述
ぺ
た
る
所
で
あ
る
が
、
委
員
曾
は
何
故
か

之
に
相
到
し
特
別
の
注
意
を
梯
ふ
所
が
な
か
っ
た
。
然
る
仁
、
印

5
5
印。
E
O
B
S
t
出
Q
E
2お
互
の
。
ロ
『
2
2
2
は、

荷
主
側

ω要
求
に
よ
り
↑
九

一
年
よ
り
之
令
賀
行
す
る
こ
さ
、
な
り
、
今
日
に
於
て
も
賀
行
せ
ら
れ
て
居
る
所

で
あ
っ
て
、
こ
の
コ
ン
ア
ァ
レ
y

λ

に
於
て
は
、
三
年
に
一
同
「
開
保
期
間
」
を
-
省
略
す
る
こ
さ
、
な
っ
て
居
る
の

で
め
る
。

一
般
契
約
制

(
P
R
E一
2
己
E
2
ω
v
d同

m
E
)
ご
い
ふ
は
、

マ一

Y

プ
ア
レ
ン
ス
三
、
常
該
航
路
に
関
係
ゐ
る
荷
主

よ
h
組
織
せ
ら
れ
た
る
荷
主
組
合
正
の
協
議
に
よ
旬
、
常
該
航
路
に
輸
送
せ
ら
る
、
一
般
の
貨
物
を
ヲ
ン
プ
ア

V

ン
エ
所
属
曾
崩
に
一
手
に
委
託
す
る
一
〕
と
を
協
定

L
、
之
仁
よ
h
τ

コ
y

フ
ア
レ
ン
ス
が
荷
主
側
の
絶
品
剖
的
後
援

を
保
持
す
る
仕
組
で
ゐ
る
。
故
に
こ

ω場
合
に
於
け
る
運
送

ω
一
手
委
託
契
約
は
、

そ
の
内
容
が
、
定
期
船
曾
赴

の
関
慨
た
る
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
言
、
常
該
航
路
に
於
り
る
荷
主
を
一
般
的
に
代
表
す
る
所
の
荷
主
組
合
ご
の
協
議



に
よ
'
り
て
定
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
寅
質
に
於
て
は
、

一
ウ
の
集
国
契
約
で
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
併
し
賀
行
上

に
於
て
は
、
契
約
の
賞
覇
者
た
る
も

ω
は、

コ
ン
ヌ
ア
レ
ン
ー
そ
の
も
の
己
、
荷
主
組
合
是
の
も
の
己
で
は
な
く

て

一
方
の
常
事
者
た
る
も
の
は
コ
シ
ア
ア
レ
ン
λ

加
盟

ω各
定
期
舶
曾
枇
で
あ
り
、
他
方
の
賞
事
者
た
る
も
の

は
、
組
合
所
属
の
各
荷
主
で
あ
る
c

郎
も
各
定
期
船
舎
一
肱
芭
各
荷
主
ご
は
、

守
一
ン
フ
ア
レ
ン
ス
芭
組
合
ご
の
協
議

に
よ
り
て
定
め
ら
れ
た
る
所
の
同
一
内
容
を
有
す
る
慈
悲
一
手
委
託
の
契
約
を
例
々
に
締
結
す
る
の
で
ゐ
る
o

こ
の
一
般
契
約
制
な
る
も
の
は
、
南
阿
政
府
が
一
九

一
年
の
叶
E
m
g民

O
缶
詰
〉
己

5
5日

ω
E
R
O
P
E品
印

z
f
a

EH向(リ。
E
E
E
E
E
E
Z百
E
E
m
m百
E
Z
〉
n
H

を
以
て
、
運
賃
延
艮
制
を
採
用
す
る
船
主
に
は
、
総
督
が
之
ぜ
海

上
郵
便
契
約
を
締
結
す
る
こ
ご
を
、
禁
止
し
た
る
結
巣
ご
[
て
、
同
年
よ
り
南
阿
コ
ジ
フ
ア
v
y
ー
が
従
来

ω蓮

賃
延
戻
制
に
代
へ
て
南
阿
貿
易
商
組
合
ご
の
協
定
に
よ
り
、
之
を
採
用
し
た
も
り
で
あ
る
。
而
し
て
、

こ
の
南
阿

航
路
に
於
け
る
一
般
契
約
制
に
於
て
は
、
荷
主
は
、

コ
シ
フ
ァ
レ
ン
λ

所
属
の
合
赴
に
轍
設
貨
物
を
一
手
に
委
託

す
る
こ
さ
を
約

L
、
そ
り
代
償
ご

L
て
、
定
期
船
舎
一
枇
は
、
十
分
な
る
積
荷
の
有
無
に
闘
せ
十
議
告
通
り
定
期
出

帆
を
働
行
す
る
e

』
宮
、
通
常
の
紋
態
に
於
け
る
需
要
に
適
合
す
る
所
の
船
腹
を
供
給
す
る
こ
吉
、
賃
率
の
安
定
を

維
持
す
乙
こ
さ
、
大
荷
主
に
も
小
荷
主
に
も
同
一
の
賃
率
を
以
て
取
扱
ふ
こ
吉
、
船
主
の
計
算
に
於
げ
る
貿
易
日
開

を
輸
送
せ
ず
3
る
守
)
ご
等
の
如
き
、
運
賃
延
戻
制
の
下
仁
於
て
は
み
」
〈
海
運
命
川
乱
胞
の
任
意
に
放
任
せ
ら
れ
て
居
っ
た

事
柄
を
契
約
上
の
義
務

Z
L
て
約
す
る
の
で
あ
る
。
殊
仁
こ
の
契
約
制
に
於
て
注

nす
べ
き
事
柄
は
、
貸
率
や
出

設

苑

運
賃
延
畏
制

第
三
十
巻

(
第
山
内
統

大
九
)
一

O



;JI; 

苑

運
賃
延
良
部

第
二
十
巷

(
第
大
挽

七
C
)

C 

帆
同
数
仁
関
す
る
事
項
の
餐
克
は
、
必
子
コ
ン
ブ
ア
レ
y

I

t
荷
主
組
合
E
の
協
議
に
よ
b
て
決
定
す
る
-
}
ご
に

な
っ
て
屑
る
貼
で
あ
っ

τ、
こ
の
一
黙
に
於

τ
コ
y

フア

V

ン
ス
の
濁
占
は
、
需
要
者
側
よ
h
一
定
の
範
闘
に
於
て

製
肘
を
受
〈
る
関
係
に
な
っ
て
居
る
の
で
わ
る
。
而
し
て
こ
の
契
約
の
期
間
は
一
ヶ
年
で
あ
る
が
、

そ
の
以
後
は

六
ヶ
月
の
務
告
を
以
て
何
れ
の
営
事
者
も
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
ご
が
出
来
る
-
二
』
に
な
っ
て
居
る
。

主
化
、
e

』
の
契
約
制
に
於
て
は
、

荷
主
は
正
味
蓮
貨
を
支
梯
ふ
の
で
あ
っ
て
、
何
等
の
割
増
運
賃

(
3
5
5町
内

)

を
支
抑
ふ
こ
さ
な
く
、
且
つ
運
賃
延
戻
制
の
場
合
の
如
〈
、

一
定
の
期
間
、

コ
ン
フ
ァ

v

y

月
の
手
許
に
制
戻
金

が
延
回
出
金
の
形
式
仁
於
1
累
積
留
保
せ
ら
る
、
ご
い
ふ
一
』
ご
も
な
い
。
従
っ
て
ま
た
、
延
戻
制
の
場
合
の
如
〈
、

制
度
の
白
働
的
作
用
に
よ
っ
て
、
荷
主
が
継
鎖
的
に
船
主
に
拘
束
せ
ら
る
、
ご
一
五
ふ
関
係
も
会
〈
存
在
し
な
い
。

併
し
二
の
制
度
の
下
に
於
て
は
、
荷
主
は
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
外
の
般
に
積
荷
を
な
さ
h
y

る
こ
ご
を
、
契
約
上
の
義

務
=
し
て
負
携
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

-
】
の
制
度
目
r
荷
主
拘
束
手
段
正
し
て
役
立
ち
、
且
つ
競
守
海
運
業
者
に
封

L
t
は
排
他
的
手
段
ざ
し

τ役
立
り
こ
ご
は
‘
運
賃
延
艮
制
E
異
る
所
は
な
い
。
た
よ
何
主
の
船
主
に
謝
す
る
ニ

の
絶
調
的
の
援
助
卸
も
謂
は
ゆ
る
「
忠
質
」
は
、
此
場
合
に
は
契
約
上
の
義
務
正
し

τ負
抽
出
す
る
も
の
で
あ
る
が
故

に
、
契
約
の
終
了
E
共
に
之
も
ま
化
消
滅
す
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
き
所
で
あ
る
。
従
っ
て
荷
主
は
、

コ
ン
ア
ァ
レ

)
J
Z
の
拘
束
よ

b
免
れ
ん
Z
欲
す
る
な

ιば
、
約
定
の
契
約
期
閣
の
満
了
古
共
に
、
若
し
く
は
約
定
の
晴
朗
告
期
間

h
T
以
て
契
約
の
終
了
を
通
告
し
そ
の
期
開
の
漏
了
E
共
に
、
何
等
金
銭
上
の
利
盆
を
放
棄
す
る
ニ
J

」
な
〈

Lτ
、



共
拘
束
よ
り
兎
る
、
ニ

Z
が
出
来
、
運
賃
延
戻
制
の
場
合
の
如
く
、
金
銭
上
の
利
径
が
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
連
績

的
に
留
保
せ
ら
れ
て
居
る
が
た
め
に
、

い
つ
ま
で
も
之
に
拘
束
せ
ら
る
、
ご
レ
ふ
関
係
は
起
ら
な
い
w

の
で
あ
る
。

選
哩
拝
制
ご
い
ふ
は
、
右
の
一
般
契
約
制
ご
蓮
賃
延
艮
制
ざ
が
併
行
的
に
行
は
れ
、
荷
主
を
し
て
そ
の
い
¥
つ
れ
か
ー

一
方
を
漣
探
せ
し
む
る
制
度
で
あ
る
o

こ
の
制
度
は
、
英
吉
利
の
宮
市
内

HEE--Ju-ロ
m
p日
E
一昨昨日が

n
Z
E
Z円。
E
E
H
4
5問
。
r
z
d
E
E
P
Z』

与

0
2
E品
口
百
円
唱
。
。
-
日
E
E各一司

C
5
2正
〉
虫

0
2
E
S
Z意
見
交
換
の
ト
令
で
、
英
濠
航
路
の
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

に
之
を
採
用
せ
ん
-
】
ご
を
湖
告
し
た
る
に
よ
り
、

一
九
二
三
年
三
月
よ
り
こ
の
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
之
を
採
用
L

た
も
の
で
あ
る
。

-
》
の
制
度
は
、
常
該
航
路
の
荷
主
の
利
盆
を
代
表
す
る
所
の
荷
主
側

ω組
合
吉
、

コ
ン
フ
ァ
レ
シ
旦
ご
の
協
議

に
よ
ち
て
、
運
迭
の
一
手
委
託
契
約
の
内
濯
を
定
的
、
運
賃
を
も
協
定

L
、
こ
の
契
約
に
よ
ち
て
運
送
り
委
託
を

な
す
を
刺
盆
な
り
吉
田
山
ム
荷
主
に
は
、
荷
主
組
合
の
組
合
員
た
る
ご
否
ご
を
問
は
守
、

一
般
に
何
人
に
劃
し
て

も
、
之
が
締
結
を
開
放
す
る
ぜ
共
に
、
従
来
週
b
の
運
賃
延
艮
制
の
下
に
あ
る
を
便
利
な
b
ぜ
な
す
荷
主
に
封
し

て
は
、
ま
た
何
人
に

τも、
号
れ
に
よ
り
て
蓮
迭
を
委
託
す
る
-
】
子
ぜ
得
し
め
る
の
で
あ
っ
て
、
郎
も
荷
主
に
劃

L
、
前
遁
の
一
般
契
約
制
を
さ
る
か
蓮
賃
延
戻
制
を
ご
る
か
の
選
揮
の
自
由
を
興
へ
、

そ
の
い
づ
れ
か
便
宜
ご
す

誼

五E

運
賃
延
戻
制

第
一
一
+
巷

(
第
六
抗

-{; 

) 

O 



語t

苑

叩
曲
賞
延
戻
制

第
二
十
章

(
第
六
腕

4二

) 

O 

四

る
方
に
よ
ら
し
む
る
の
仕
組
で
ゐ
る
。

英
濠
航
路
に
於
り
る
-
』

ω選
俸
制
に
於
て
は
、

一
手
運
送
の
委
託
契
約
を
選
ぶ
荷
主
に
劃
し
て
は
、
賃
率
表
上

の
正
味
運
賃
に
て
取
引
を
な
し
、
現
金
拐
を
な
す
も
の
に
は
五
歩
の
割
引
を
な
す
の
で
あ
っ
て
、
運
賃
延
反
制
を

選
、
京
荷
主
に
は
、
賃
率
表
上
の
運
賃
に
一
割
の
割
増
運
賃
を
附
謀
し
、

之
を
延
反
金
古
し

t
舵
主
が
情
保
す
る
の

で
あ
る
が
、
延
戻
金
支
梯
の
際
に
は
、
契
約
制
の
下
に
あ
る
荷
主
Z
均
衡
を
保
つ
た
め
に
延
長
金
に
更
に
支
梯
運

貨
の
五
歩
を
加
へ
て
梯
戻
す
の
で
あ
る
。

古
れ
ば
、

一
手
漣
設
委
託
契
約
の
荷
主
は
、

こ

ω場
合
、
軍
に
、

定

の
期
間
そ
の
聡
な
貨
物
を
怒
〈
コ

Y

7
ア
レ
ン
ス
所
属
舶
主
に
劃
し
委
託
す
る
の
義
務
ル
約
す
る
に
よ
り
、

正
味

運
賃
だ
り
の
支
梯
を
な

L
・
何
等
金
銭
上

ω
利
盆
を
船
主
の
手
許
に
留
保
せ

L
め
な
レ
の
で
あ
る
か
ら
、
若

L
彼

が
こ
の
義
務
を
履
行
せ
宇
‘

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
外
の
般
舶
に
積
荷
を
し
た
場
合
に
は
、
違
約
金
ご
し
て
、
延
戻
制

の
下
に
あ
る
な
ら
ば
船
主
ゆ
手
許
に
憶
保
せ
ら
れ
て
居
る
筈
の
金
額
を
支
抑
ム
責
任
を
有
つ
こ
ご
に
な
っ

τ

F 、居
宅回 る
官。
ロ
C1Q 

fコ。
口

出

「もr、
V) 

注
昔、

基
畠

ピ

特

設
}1 
1" 
る

f!長
項
で
あ
る。

こ
の
こ
ご
は
、
前
述
り
南
阿
航
路
に
於
け
る
一
般
契
約
制
に
於

τは
之
れ
な
き
所
で
ゐ
る
が
、

H
E
E
E
-

放
に
-
』
の
選
探
制
に
於
て
は
、

ヨ
ン
フ
ア

レ
ン
ス
は
運
賃
延
戻
制
ご
殆
H

と
同
様
に
荷
主
の
絶
品
到
的
な
る
後
援
を
保
持
す
る
司
』
ご
を
得
る
り
で
あ
る
。

ニ
の
選
揮
制
に
於
り
る
一
手
運
送
委
託
契
約

ω内
容
は
、
前
述
の
惑
約
A

官
僚
攻
以
外
じ
於
て
は
、
市
阿
航
路
に

於
け
る
一
般
契
約
制
の
そ
れ
さ
殆
ど
同
様
で
あ
っ
て
、
運
賃
の
同
盟
夏
そ
の
他
契
約
内
容
の
援
更
は
、
総
て
コ
ン
フ



ア

レ
ン
ス
ご
荷
主
側
の
組
合
ご
の
協
議
に
よ
り
て
定
め
る
ニ
ご
に
な
っ
て
居
る
。
而
し
て
一
】
の
契
約
に
は
特
に
契

約
の
期
間
を
定
め
て
居
な
い
が
、
骨
同
事
者
の
一
方
は
何
時
に
て
も
、
六
ヶ
月

ω
預
告
を
以
て
之
を
終
了
す
る
一
}
ご

を
得
ぺ
〈
、
ま
た
、

コ
ン
ア
ア

V

Y

ス
が
賃
擦
の
安
定
ご
均
等
子
ぜ
維
持
せ
立
る
場
合
に
、
荷
主
組
合
正
の
協
議

に
よ
り
て
妥
協
が
調
は
ざ
る
ご
き
は
、
荷
主
は
一
一
ヶ
月
の
抽
出
告
を
以

τこ
の
契
約
よ

h
脱
退
す
る
司
}
ご
が
出
来
る

こ
ご
に
な
っ
て
居
る
。

普
通
の
運
賃
延
戻
制
に
あ
り
て
は
、
義
に
述
べ
た
る
が
如
〈
、
「
計
算
期
間
』
Z
「
留
保
期
間
』
ご
が
常
に
漣
綴
l

て
重
複
す
る
が
故
に
、
延
目
成
金
が
継
続
L
て
コ
ン
ブ
ァ

ν
ン
ス
加
盟

ω定
期
船
合
駐
に
情
保
せ
ら
る
、
-
}
吉
、
な

'
り
、
荷
主
は
そ
の
航
路
に
蓮
迭
を
な
す
限
、
り
金
銭
上
の
利
害
関
係
に
縛
ら
れ
て
一
日
正

L
τ
ヨ
ン
フ
ア
レ
ン
ス
の

総
紳
よ
り
脱
す
る
機
舎
な
〈
、
而
も
ヨ
ン
ア
ア
レ
ン
ス
加
躍
曾
枇
は
荷
主

ωこ
の
「
忠
寅
」
に
濁
臆
す
る
所
の
何
等

の
拘
束
の
下
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
賃
率
の
如
、
き
も
、
勿
論
之
を
任
意
に
決
定
[
竣
更
す
る
の
自
由
を
有
っ
。
従

つ

τe』
の
制
度
は
最
も
猫
占
的
横
暴
を
伴
ふ
可
能
の
大
な
る
も
の
で
あ
る
。

然
る
に
或
時
期
に
『
留
保
期
間
」
を
一
同
省
〈
所
の
改
良
運
賃
延
渓
制
に
於
て
は
、

そ
の
時
期
に
於
て
延
目
出
金
の

累
積
を
打
ち
切
る
の
で
あ
る
か
ら
、
荷
主
は
そ
の
ぜ
き
を
以
て
何
等
の
金
銭
上
の
利
益
を
放
楽
す
る
こ

Z
な
く
.

一
帯
に
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
藤
曲
折
よ
h
ノ
股
す
る
機
舎
を
有
色
、
ま
た
一
般
契
約
制
に
於
て
も
延
戻
金
の
留
保
な
る

設

苑

部
賃
証
一
民
制

第
ニ
寸
岱

(
第
六
腕

七
三
)

。
五



設

苑

運
賃
延
戻
制

第
二
十
巻

(
第
六
暁

セ
四
)
一

C
一
六

も
の
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
荷
主
は
契
約
の
終
了
Z
共
に
之
も
何
等
の
金
銭
上
の
利
盆
を
放
棄
す
る
こ
ぜ
な
〈

L

て
コ
ン
フ
ア
レ

y

エ
に
劃
す
る
「
忠
賀
』
的
義
務
よ
り
解
放
せ
ら
る
、
機
曾
を
布
つ
こ
吉
、
な
る
υ

こ
れ
ら
の
制
度

に
於
て
、
荷
主
が
一
膏
に
ヨ
ン
フ
ア
レ
J

ス
の
溺
紳
よ
り
解
放
せ
ら
る
、
の
機
曾
は
、
郎
も
コ
ン
フ
ア
レ
ン
1

外

の
海
運
業
者
が
ま
た
彼
等
を
顧
客
E
し
て
そ
こ
に
定
期
紬
事
業
を
開
始
す
る
-
』
ご
を
得
る
の
機
曾
で
あ
る
。
待
主

が
ヲ
ン
フ
ァ

V

V

ス
の
な
す
所
に
満
足
せ
、
さ
る
な
ら
ば
、

ニ
の
機
舎
を
以
て
彼
等
は
他
の
海
運
業
者
を
迎
ひ
入
る

、
こ
ご
が
出
来
る
o

従
っ
て
こ
れ
ら
の
制
度
は
、
自
ら
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
自
重
を
促
す
子
』
正
、
な
り
、
そ
の
専

績
を
制
止
す
る
の
作
用
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
而

L
て
選
探
制
に
至
b
て
は
、

-
』
の
制
度
の
下
に
延
戻
制
の
方
を
選

ぷ
荷
主
は
一
般
の
運
賃
延
艮
制
的
下
に
ゐ
る
荷
主
ご
異
る
所
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
併
上
他
方
仁
集
図
的
な
る
契

約
制
が
併
行
せ
ら
品
、
結
果

Z
し
て
、
而
し
て

εの
航
路
に
於
け
る
主
要
な
も
荷
主
は
自
然
こ
の
契
約
制
の
下
に

あ
る
結
果
ご
し
て
、
前
越
の
一
般
契
約
制
の
致
果
が
そ
こ
に
現
は
る
、
こ
吉
、
な
り
、
延
戻
制
を
選
ぴ
た
る
荷
主

も
之
に
均
層
泊
す
る
こ
ご
、
な
る
。

殊
に
一
般
契
約
制
己
選
捧
制
ご
に
於
て
は
、
運
賃
の
決
定
ご
そ
の
縫
夏
ご
は
、

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
ご
荷
主
組
合

£
の
協
議
仁
よ
'
り
て
定
め
ら
晶
、
の
で
ゐ
る
か
ら
、
そ
の
蓮
貨
政
策
は
荷
主
側
よ
り
或
程
度
の
型
肘
を
受
〈
る
開

係
に
あ
る
o

従
っ
て
、

ζ

の
貼
に
於
て
コ
ン
フ
ァ

ν
ン
只
が
保
有
す
る
滴
占
は
幾
分
か
限
定
的
性
質
を
一
帯
ぶ
る
こ

ご
、
な
る
。
併
し
、
勾
も
契
約
制
ヌ
は
選
樺
制
が
競
宇
海
運
業
者
に
岨
到
し

τ排
他
的
手
段
さ

L
主
役
立
つ
限
h
J



は
、
常
該
航
路
の
定
期
般
事
業
は
外
部
よ
り
何
等
現
賓
の
競
争
を
受
付
争
、

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
定
期
般
腹
の
供

給
者
ご
し
て
唯
一
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
運
賃
政
策
は
海
運
勢
務
の
需
要
者
た
る
荷
主
の
側
か
ら
は
製
肘
せ

ら
れ
て
も
、
競
守
海
運
業
者
の
運
賃
政
策
に
よ
り

τ影
響
せ
ら
る
、
主
主
ふ
慌
な
関
係
は
会
〈
な
〈
、
運
賃
の
切

崩
L
を
受
く
る
が
如
き
懸
念
か
ら
は
解
放
せ
ら
れ
て
居
る
。
故
に
こ
れ
ら
の
制
度
の
下
に
於
て
も
、

コ
ン
フ
ァ
レ

ン
ス
は
、
限
定
的
で
は
ゐ
る
が
而
も
向
ほ
一
つ
の
濁
占
的
地
位
を
市
な
る
も
の
な
る
は
疑
ひ
な
〈
‘
従
っ
て

1

y

フ
ア
レ
Y

1

の
濁
占
が
此
曾
に
奥
ふ
る
所
の
利
盆
は
保
存
せ
ら
る
、
の
で
ゐ
る
。

右
に
述
べ
た
る
所
の
「
留
保
期
間
」
を
或
時
期
に
一
回
省
〈
所

ω運
賃
延
渓
制
正
一
般
契
約
制
Z
選
捧
制
言
、
唱
}

の
ゴ
一
勺
の
も
の
は
、

ヨ
ン
プ
ア
レ
ン
ス
の
専
横
を
制
止
す
る
の
作
用
あ
ー
り
て
而
も
そ
の
濁
占
が
耽
舎
に
奥
ふ
る
刺

盆
を
保
ト
行
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
の
見
る
所
に
よ
れ
ば
、

ヨン

7
ア
V

J

R

な
る
も
の
が
健
全
仁
後
述
す
る

の
傾
向
を
暗
示
す
る
所
の
も
の
で
あ
る
o
併
し
乍
ら
、

こ
れ
ら
の
も
の
は
荷
主
を
し
て
一
斉
に
コ
ン
ア
ァ
レ
ン
旦

の
艇
粋
よ
り
免
れ

L
む
る
機
曾
を
作
る
九
の
で
あ
る
か
ら
、
普
通
の
運
賃
延
戻
制
に
比
ぶ
れ
ば
v

濁
占
e
M
q

保
護
す

る
の
力
に
於

τ劣
る
所
あ
る
は
明
か
で
あ
る
o

故
に
之
を
コ
ン
フ
ア
レ
V

ス
の
白
後
的
採
用
に
竣
つ
は
頗
る
困
難

な
る
も
の
で
ゐ
っ
て
、
之
が
採
用
じ
は
荷
主
側
の
強
大
な
る
勢
力
を
以
て
す
る
要
求
の
存
在
す
る
を
必
要
正
す

る
o

而
し
て
荷
主
側
の
勢
力
の
強
大
は
、
荷
主
組
合
の
成
主
に
よ
る
の
外
な
〈
、
荷
主
組
合
の
成
立
は
ま
た
一
般

言佐

要E

迩
賃
延
戻
制

第
二
十
巻

(
第
六
貌

七
五

C 

七



詰主

苑

叩
止
食
延
同
開
制

第
二
十
巻

(
第
六
現

七
大
)

C 

J、

荷
主

ω自
覚
に
竣
つ
の
外
は
な
い
。

こ
の
荷
主
組
合
な
る
も
の
は
、
海
運
業
者
の
側
に
ヨ
ン
フ
ア
レ
ン
凡
な
る
も
の
、
存
在
す
る
以
上
は
、

か
、
る

閤
結
的
勢
力
の
下
に
あ
る
海
運
業
者
に
封
し
て
荷
主
の
利
盆
を
主
張
す
る
所
の
機
附
言
し
て
、
ま
た
コ
ン
フ
ア
レ

y

ス
の
猫
占
的
弊
害
を
抑
制
す
る
が
た
め
の
針
立
的
閤
慨

(
n
E
E
2
i
g
B
E
E
Fロ
)

ご
し
て
、

頗
る
そ
の
存
在

を
必
要
ご
す
る
も
の
で
あ
る
o

術
主
が
そ
の
相
互
の
聞
に
何
等
の
聯
絡
な
〈
、
孤
立
的
賦
態
に
於
て
存
在
す
る
な

rり
グ
a

、
I
 

ヨ
ン
ア
ァ
レ
ン
ス
の
側
に
於

τも
、
荷
主
の
全
般
的
意
向
が
如
何
な
る
も
り
な
る
か
を
確
む
る
こ
£
が
出

来
守
、
荷
主
に
於
て
も
、

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
国
結
的
勢
力
に
朕
せ
ら
れ
て
、
主
張
す
べ
き
事
例
も
主
張
す
る
こ

さ
が
出
来
す
、
そ
の
結
果
一
御
蓮
取
引
が
日
常
卒
に
行
は
れ
中
手
也
、

之
を
必
ば
ね
ば
な
ら
同
こ
・
己
、
な
り
易
い
か
ら

で
あ
る
。
然
る
に
海
運
業
者
の
側
に
は
、

一
つ
の
航
路
に
一
つ
の
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
あ
る
が
如
〈
に
、
若
し
荷

主
の
側
に
於
て
も
、

一
つ
の
航
蹄
に
関
係
を
有
つ
総
て
の
又
は
大
多
数
の
荷
主
が
凶
結

L
て
、
そ
の
航
路
に
於
り

る
海
運
業
者
の
コ

y

フ
ア
レ
ン
ス
に
封
立
す
る
所
の
組
合
を
組
織

L
、
海
運
に
関
す
る
主
要
な
る
取
引
事
項
炉
、

}
れ
ら
隻
方
今
凶
慨
的
代
衣
の
協
議
に
よ
り
て
決
定
せ
ら
る
、
こ
吉
、
な
る
な
ら
ば
、
僻
見
方
の
利
盆
を
調
和
す
。

一
』
ご
を
得

r
、
営
に
コ
ン
ア
ア
レ
ン
旦
の
導
磁
を
抑
制

L
得
る
の
み
な
ら
宇
、
海
運
取
引
が
総

τ会
卒
園
漏
仁
行

は
る
、
午
ご
、
な
る
で
あ
ら
う
。

併
し
乍
ら
‘
商
業
枇
曾
の
賞
際
に
於
て
は
、
荷
主
の
側
に
組
合
を
組
織
す
る
に
は
頗
る
困
難
な
る
事
情
が
あ



る
O

海
運
業
者
の
側
は
そ
の
利
害
関
係
が
概
ね
一
致
し
て
居
h
、
殊
に
相
国
結
す
る
ご
き
は
濁
占
的
地
位
を
占
め

得
る
の
利
盆
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
荷
主
の
側
は
必
示
し
も
そ
の
総
て
の
利
害
関
係
が
一
致
し

τは
庖
な
レ
。
否
感

ろ
、
同
一
航
路
の
貿
易
に
於

τは
、
荷
主
は
貿
易
業
者
、
こ
し

τ相
互
に
利
害
関
係
の
相
反
す
る
一
}
ご
き
へ
あ
る
o

ω
み
な
ら
宇
、
荷
主
相
庁
一
m
F

聞
に
は
、
商
業
上
の
嫉
視
が
あ
り
、
崎
営
業
上
の
秘
密
の
漏
れ
る
こ
ご
の
廃
れ
も
め

る
o

故
に
荷
主
側
に
組
合
を
組
織
す
る
一
】
ご
は
、
山
車
に
コ
ン
ア
ア

V

ン
λ

に
讃
抗
す
る
上
よ
り
い
へ
ば
必
要
で
も

ゐ
!
り
、
有
盆
で
も
あ
る
の
に
が
、
荷
主
が
貿
易
業
者
た
る
立
場
よ
b
い
へ
ば
・
必
中
し
も
有
盆
で
ゐ
る
ご
は
一
百
へ

な
い
o
従
っ
て
荷
主
側
の
組
合
の
成
立
は
、
例
外
の
場
合
を
除
き
↑
般
に
は
甚
だ
困
難
な
る
事
析
で
あ
る
o

運
賃
延
戻
制
の
弊
害
を
抑
制

L
、
之
に
代
る
所
の
前
逃

ω諸
制
度
を
わ
は
れ
[
む
る
に
は
、
荷
主
側
の
組
合
の

成
立
を
必
要
正
す
る
の
で
ゐ
ゐ
が
、
こ
の
組
合
が
右
に
識
よ
る
が
如
き
事
情
に
よ

h
て
、
山
本
し
て
ぞ
の
成
立
が
悶

雛
で
ゐ
旬
、
而
も
延
反
制
に
よ
り
一
ι
保
護
せ
ら
る
、
ョ
ン
ア
ァ

v

y

ー
が
そ
の
横
暴
を
自
制
せ
ゲ
る
ご
吉
は
、

ぞ

の
弊
害
を
抑
制
す
る
策
ざ
し
て
最
後
に
獲
る
も
の
は
、

た
い
γ

岡
家
の
之
に
劃
す
る
干
渉
で
あ
る
o

但
し
軍
に
法
律

を
以
て
運
賃
延
戻
制
を
禁
止
す
る

rけ
で
は
、

コ
ン
フ
ア

V

Y

1

の
健
全
な
る
発
達
を
望
み
得
る
も
の
で
な
い
か

ら
、
岡
家
が
ニ
の

H
的

ωた
め
に
採
る
べ
き
政
策
は
、
荷
去
の
白
礎
的
意
思
に
放
任
し
て
泣
い
て
は
成
立
の
困
難

な
る
荷
主
組
合
を
、

ヲ
ぞ
の
伏
娘
一
誘
導
に
よ
p

り
て
成
立
せ
し
め
、
之
仁
よ
り
て
前
述
り
い
づ
れ
か
の
制
度
を
運
賃
延

戻
制
仁
代
へ
て
採
用
せ
し
む
る
仁
滋
〈
ニ
ご
で
あ
る
o

〔
完
〕

(一問、

F
、
十
三
)
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